
鶴岡市における循環のみちの実現計画

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県　鶴岡市

下水道整備を促進することにより、安全・安心、衛生的で快適な市民生活環境を実現し、公共用水域の水質保全を図るとともに、施設の長寿命化を推進する。

①下水道処理人口に係る普及率を71.4 ％（H22）から73.5％（H26)に増加させる。

（H22当初） （H24末） （H26末）
①下水道処理人口に係る普及率

下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

　市のホームぺージによる公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

鶴岡処理区

A1-1-1 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 13号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 62

A1-1-2 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 1号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 438

A1-1-3 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 3－1号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 244

A1-1-4 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 7－2号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 296

A1-1-5 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 9号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 60

A1-1-6 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 15号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 195

A1-1-7 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 8号幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 371

A1-1-9 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 大山中継ポンプ場（未普及解消） 鶴岡市 189

A1-1-10 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 大山中継ポンプ場（未普及解消） 鶴岡市 15

A1-1-11 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 大山中継ポンプ場（未普及解消） 鶴岡市 40

A1-1-14 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 西郷中央幹線及び枝線（未普及解消） 鶴岡市 274

A1-1-16 下水道 過疎 鶴岡市 直接 汚水 新設 大山中央幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 64

湯野浜処理区

A1-2-2 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 加茂幹線系枝線（未普及解消） 鶴岡市 310

A1-2-6 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 処理場 増設 湯野浜浄化センター（水質保全） 鶴岡市 20

小堅処理区

A1-6-1 下水道 過疎 鶴岡市 直接 - 汚水 新設 小堅汚水枝線（未普及解消） 鶴岡市 25

小計（下水道事業） 2,603

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　平成２８年度

公表の方法

交付対象事業

　事業効果の発現状況、成果目標である定量的指標の達成状況について、学識経験者を含めた鶴岡市事後評価委員会
を設置（平成28年8月26日）し、事後評価を行った。

2,603 百万円 Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0 百万円 Ｃ 0 百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

受変電6600V・発電機設備150kVA

L=1.9km（φ150mm～250mm）

　　計画の成果目標（定量的指標）

平成28年8月31日

71.4% 72.4% 73.5%

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
2,603 百万円 Ａ

L=0.8km（φ75mm～200mm）

L=2.6km（φ200mm）

L=4.7km（φ75mm～200mm）

土木建築

ポンプ他機械設備φ200×2.7㎥/分×3台

L=0.2km（φ300mm）

L=3.2km（φ75mm～200mm）

L=1.4km（φ200mm）

L=2.5km（φ75mm～250mm）

事業者
省略
工種

要素となる事業名

L=0.5km（φ250mm）

L=3.1km（φ75mm～200mm）

沈砂池・分配槽内部防食

L=3.6km実施設計



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 73.50%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 市単独事業においても、整備すべき末端までの単独路線の整備を進めたため。

に差が出た要因
最終実績値 74.80%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

①　汚水処理人口普及率について、今後も未普及地区の早期概成を図るため整備を推進する。

指標①（下水道
処理人口に係る
普及率）

①下水道処理人口に係る普及率は、下水道整備により（H22）71.4 ％　整備面積A=2,850ha　整備管渠延長L=666.6kmから（H26)実績74.8％　整備面積A=2,952ha　整
備管渠延長L=695.3kmへ、5ヵ年で普及率 3.4ﾎﾟｲﾝﾄ 整備面積A=102ha　整備管渠延長L=28.7km（交付金事業L=20.9km　市単独事業L=7.8km）進捗を図り、生活環境の
向上と公共用水域の水質保全を図る目的を達成する整備ができた。

全体事業費
（百万円）工種

市町村名
港湾・地区名

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

N

鶴岡処理区・湯野浜処理区計画一覧図

A1-2-3,5,7,8 湯野浜浄化センター（水質保全・長寿命化）

A1-2-2 加茂幹線系枝線（未普及解消）A1-2-2 加茂幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-14 西郷中央幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-9～11 大山中継ポンプ場（未普及解消）

A1-1-1 13号幹線系枝線（未普及解消）

A1-2-12,13,15,18 鶴岡浄化センター

（水質保全・長寿命化）

A1-1-8 7号幹線（地震対策）

A1-1-3 3-1号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-2 1号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-4 7-2号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-6 15号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-5 9号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消）

A1-5 櫛引浄化センター（水質保全）

別図 湯野浜処理区

別図 湯野浜処理区

別図 鶴岡処理区⑥

別図 鶴岡処理区①

別図 鶴岡処理区①
別図 鶴岡処理区⑥

別図 鶴岡処理区③

別図 鶴岡処理区②

別図 鶴岡処理区⑤

別図 鶴岡処理区④

別図 櫛引処理区

別図 鶴岡処理区④

別図 鶴岡処理区④

別図 鶴岡処理区⑦

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消）

別図 鶴岡処理区④

別図 鶴岡処理区④

A1-1-17 大山4号幹線（浸水対策）

A1-1-16 大山中央幹線系枝線（未普及解消）
別図 鶴岡処理区⑥

別図 鶴岡処理区⑥

A1-2-6 湯野浜浄化センター（水質保全）

A1-6-1 小堅汚水枝線（未普及解消）

A1-5-2 櫛引浄化センター

（水質保全・長寿命化）

別図 鶴岡処理区⑤

A1-1-19 切添中継ポンプ場

（水質保全・長寿命化）

別図 鶴岡処理区⑤

A1-1-20 日枝第3号幹線（浸水対策）



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

鶴岡処理区①

N

国道7号

赤 川

国道112号

青龍寺川

13号幹線

13-1号幹線

1号幹線

12号幹線

14号幹線

茅 原

文 下

本 田

大宝寺

宝田二丁目

A1-1-1 13号幹線系枝線（未普及解消）
A1-1-12、13 ,15、18
鶴岡浄化センター （水質保全・長寿命化）

TT

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

鶴岡処理区②

N

一般国道345号

1号幹線

藤 沢

湯田川

岡 山

井 岡

県道湯田川大山線 稲生二丁目

井 岡

A1-1-2 1号幹線系枝線（未普及解消）

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

鶴岡処理区③

N

国道7号

3-1号幹線

16号幹線

3号幹線

大山中央幹線

4号幹線

1号幹線

1-1号幹線

主要地方道鶴岡羽黒線

白 山

県道湯田川大山線

大 山

矢 馳

大淀川

寺 田

大山川

栃 屋

美咲町

A1-1-3 3-1号幹線系枝線（未普及解消）

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

N

鶴岡処理区④
15号幹線

8号幹線

7-2号幹線

内川

青竜寺川

県道鶴岡村上線

国道112号

県道たらのき代鶴岡線

我老林

勝福寺

民 田

中 橋

青龍寺

高 坂

遠賀原

小真木原町

外内島

斎藤川原

寿

A1-1-5 9号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-6 15号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-4 7-2号幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消）

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

N

西郷中央幹線

西郷東幹線

大山北幹線

大山中央幹線

大山南幹線

大山中継ポンプ場

馬 町

千安京田

下 川

辻興屋

茨新田

長 崎

西 沼

一般国道112号

主要地方道酒田鶴岡線

大山川

A1-1-14 西郷中央幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-9～11 大山中継ポンプ場（未普及解消）

主要地方道酒田鶴岡線

大戸川

A1-1-17 大山4号幹線（浸水対策）

A1-1-16 大山中央幹線系枝線（未普及解消）

N

大山北幹線

大山中央幹線

大山南幹線

大山中継ポンプ場

馬 町

千安京田

下 川

辻興屋

茨新田

長 崎

西 沼

一般国道112号

主要地方道酒田鶴岡線

大山川

A1-1-14 西郷中央幹線系枝線（未普及解消）

A1-1-9～11 大山中継ポンプ場（未普及解消）

主要地方道酒田鶴岡線

大戸川

A1-1-17 大山4号幹線（浸水対策）

A1-1-16 大山中央幹線系枝線（未普及解消）

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

鶴岡処理区⑥



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

鶴岡処理区⑦

N 県道鶴岡村上線

国道112号

青龍寺川

谷 定

上山谷

滝 沢

A1-1-7 8号幹線系枝線（未普及解消） 下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

湯野浜処理区

N

一般国道112号

日 本 海

主要地方道余目加茂線

七窪幹線

湯野浜幹線

加茂幹線

七 窪

湯野浜

金 沢

TT

A1-2-3,5,7,8 湯野浜浄化センター（水質保全・長寿命化）

A1-2-2 加茂幹線系枝線（未普及解消）

A1-2-6 湯野浜浄化センター（水質保全）

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T



（参考図面）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1 鶴岡市における循環のみちの実現計画

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 山形県  鶴岡市交付対象

小堅処理区
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処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例
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A1-6-1 小堅汚水枝線（未普及解

17.30 ha

＜17.30 ha＞


